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議案第４８号  

 

藤沢市市民センター条例の一部改正について 

藤沢市市民センター条例の一部を次のように改正する。 

２０２４年（令和６年）１２月２日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市民センター条例の一部を改正する条例 

藤沢市市民センター条例（昭和４３年藤沢市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「資する」の次に「とともに、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）

の理念に基づき生涯学習の振興に寄与する」を加える。 

第２条の表に次のように加える。 

藤沢市民センター 藤沢市本町一丁目１２番１７号 
村岡市民センター 藤沢市弥勒寺一丁目７番７号 

 第２条に次の２項を加える。 

２ 片瀬市民センターに分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 片瀬しおさいセンター 

位置 藤沢市片瀬四丁目９番２２号 

３ 藤沢市民センターに分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 済美館 

位置 藤沢市本町四丁目６番１６号 

 第４条を削る。 

第３条第１項を次のように改める。 

  施設を使用しようとするものは、規則で定めるところにより市長（藤沢市民セ

ンターにあつては指定管理者。以下、この条及び第６条において「市長等」とい

う。）に申請して使用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更し
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ようとするときも、同様とする。 

第３条第２項中「市長」を「市長等」に改め、同項第３号中「センターの施設    

（以下この条、第５条、第６条において単に「施設」という。）」を「施設」に改

め、同項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第３項及び第４項中「市長」

を「市長等」に改め、同条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（使用区分及び要件） 

第３条 センターの施設（以下次条、第５条、第８条及び第１３条において単に「

施設」という。）に係る使用区分は次に掲げるとおりとし、当該区分ごとの要件

は規則で定める。 

 (1) 地域活動 

 (2) 一般 

 (3) 営利 

 第８条を第１４条とし、同条の前に次の４条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１０条 センターのうち、藤沢市民センターの管理は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であつて

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする 。 

 （指定管理者が行う業務） 

第１１条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

(1) 藤沢市民センターの使用許可及びその取消しに関する業務 

(2) 藤沢市民センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

 （指定管理者の指定等） 

第１２条 指定管理者の指定の手続等については、藤沢市公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する条例（平成１５年藤沢市条例第１９号）の定めるところに

よる。 

 （国等の使用における特則） 

第１３条 第３条、第４条及び第５条の規定にかかわらず、国、神奈川県又は市が

施設を使用する場合における手続、使用料その他の事項は、規則で定める。 

第７条を第９条とする。 

第６条中「第３条」を「第４条」とし、同条を第８条とし、同条の前に次の２条
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を加える。 

（使用料の減免） 

第６条 市長等は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

 （既納使用料の不還付） 

第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が認めたときは、この限りで

ない。 

 第５条を次のように改める。 

（使用料及び使用料の納付） 

第５条 使用者は、施設を使用する日までに、次の各号に掲げる使用区分に応じ、

当該各号に定める額を納付しなければならない。 

(1) 第３条第１号に掲げる区分 別表第１に定める額 

(2) 第３条第２号に掲げる区分 別表第２に定める額 

(3) 第３条第３号に掲げる区分 別表第２に定める額に４を乗じて得た額 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

名称 施設名 
使用料（円） 
時間区分Ａ 時間区分Ｂ 

六会市民センター 第１談話室 ２００ ３００ 
第２談話室 ２００ ３００ 
調理室 １００ １５０ 
和室 １００ １５０ 
音楽室 １００ １５０ 
ホール ８００ １,２００ 
会議室 ２００ ３００ 
小体育室 ３００ ４５０ 
体育室 １,０００ １,５００ 
保育室（ミーティング室） １００ １５０ 

片瀬市民センター 第１談話室 ２００ ３００ 
第２談話室 １００ １５０ 
第３談話室 １００ １５０ 
和室 １００ １５０ 
実習室 ２００ ３００ 
ホール ４００ ６００ 

明治市民センター 第１談話室 ３００ ４５０ 
 第２談話室 ２００ ３００ 
 第３談話室 １００ １５０ 
 調理室 ２００ ３００ 
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 和室 ２００ ３００ 
 音楽室 １００ １５０ 
 ホール ８００ １,２００ 
 文化室 ２００ ３００ 
 体育室 １,０００ １,５００ 
 工作室 １００ １５０ 
 子育て支援室（ミーティン

グ室） 
２００ ３００ 

御所見市民センター 第１談話室 １００ １５０ 
第２談話室 ２００ ３００ 
第３談話室 １００ １５０ 
調理室 １００ １５０ 
和室 １００ １５０ 
音楽室 １００ １５０ 
ホール ８００ １,２００ 
体育室 １,０００ １,５００ 
子ども室（ミーティング室） １００ １５０ 

遠藤市民センター 第１談話室 ２００ ３００ 
第２談話室 １００ １５０ 
第３談話室 １００ １５０ 
調理室 １００ １５０ 
和室 １００ １５０ 
音楽室 １００ １５０ 
ホール ８００ １,２００ 
青少年ホール ８００ １,２００ 
保育室（ミーティング室） １００ １５０ 

長後市民センター 第１談話室 ２００ ３００ 
第２談話室 ２００ ３００ 
第３談話室 １００ １５０ 
第４談話室 １００ １５０ 
和室 １００ １５０ 
文化室 ３００ ４５０ 
ホール ６００ ９００ 
実習室 ２００ ３００ 
体育室兼ホール １,０００ １,５００ 
工作室 １００ １５０ 
保育室（ミーティング室） １００ １５０ 

辻堂市民センター 第１談話室 １００ １５０ 
第２談話室 ２００ ３００ 
保育室（ミーティング室） １００ １５０ 
和室 １００ １５０ 
調理室 ２００ ３００ 
アトリエ ２００ ３００ 
ホール １,０００ １,５００ 
音楽室 ２００ ３００ 
体育室 １,０００ １,５００ 

善行市民センター 第１談話室 １００ １５０ 
第２談話室 ２００ ３００ 
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第３談話室 ２００ ３００ 
 和室 １００ １５０ 

保育室（ミーティング室） １００ １５０ 
調理室 ２００ ３００ 

 音楽室 １００ １５０ 
多目的ホール １,０００ １,５００ 
体育室 １,０００ １,５００ 

湘南大庭市民センター 第１談話室 ３００ ４５０ 
第２談話室 ２００ ３００ 
第３談話室 １００ １５０ 
第４談話室 １００ １５０ 
和室（まつ） １００ １５０ 
和室（ふじ） １００ １５０ 
文化室 １００ １５０ 
実習室 ２００ ３００ 
体育室兼ホール １,０００ １,５００ 
小ホール ８００ １,２００ 
子ども室（ミーティング室） １００ １５０ 

湘南台市民センター 第１談話室 ２００ ３００ 
第２談話室 １００ １５０ 
第３談話室 １００ １５０ 
第４談話室 １００ １５０ 
調理室 １００ １５０ 
和室（まつ） １００ １５０ 
和室（ふじ） １００ １５０ 
文化室 １００ １５０ 
ホール ６００ ９００ 
体育室Ａ面 ５００ ７５０ 
体育室Ｂ面 ５００ ７５０ 
子ども室（ミーティング室） １００ １５０ 

鵠沼市民センター 
 

第１談話室 １００ １５０ 
第２談話室 １００ １５０ 
第３談話室 ３００ ４５０ 
第４談話室 １００ １５０ 
文化活動室 ３００ ４５０ 
学習室１ ２００ ３００ 
学習室２ ３００ ４５０ 
和室１ ２００ ３００ 
和室２ １００ １５０ 
創作実習室 ３００ ４５０ 
ホール １,０００ １,５００ 

藤沢市民センター ３０１会議室 １００ １５０ 
３０２会議室 １００ １５０ 
３０３会議室 １００ １５０ 
３０４会議室 ２００ ３００ 
３０５会議室 １００ １５０ 
３０６会議室 １００ １５０ 
３０７会議室 １００ １５０ 
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３０８会議室 ２００ ３００ 
５０１会議室 １００ １５０ 
多目的室１ ６００ ９００ 
多目的室２ １００ １５０ 
多目的室３ １００ １５０ 
調理室 ２００ ３００ 
和室 １００ １５０ 
保育室 ２００ ３００ 
多目的交流ホール（体育室） １,０００ １,５００ 

村岡市民センター 第１談話室 １００ １５０ 
第２談話室 １００ １５０ 
多目的室 ３００ ４５０ 
第１和室 ２００ ３００ 
第２和室 １００ １５０ 
子ども室（ミーティング室） １００ １５０ 
調理室 １００ １５０ 
実習室 １００ １５０ 
学習室 ２００ ３００ 
文化室 ２００ ３００ 
ホール １,０００ １,５００ 

片瀬しおさいセンター 音楽室 １００ １５０ 
和室 １００ １５０ 
工芸室 ２００ ３００ 
トレーニング室 ３００ ４５０ 
体育室 １,０００ １,５００ 

済美館 学習室Ａ ２００ ３００ 
学習室Ｂ ４００ ６００ 
和室Ａ １００ １５０ 
和室Ｂ ３００ ４５０ 
武道場 ６００ ９００ 

 別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第５条関係） 

名称 施設名 
使用料（円） 
時間区分Ａ 時間区分Ｂ 

六会市民センター 第１談話室 ７００ １,０５０ 
第２談話室 ７００ １,０５０ 
調理室 ５００ ７５０ 
和室 ４００ ６００ 
音楽室 ５００ ７５０ 
ホール １,６００ ２,４００ 
会議室 ８００ １,２００ 
小体育室 １,５００ ２,２５０ 
体育室 ５,５００ ８,２５０ 
保育室（ミーティング室） ５００ ７５０ 

片瀬市民センター 第１談話室 ８００ １,２００ 
第２談話室 ４００ ６００ 
第３談話室 ７００ １,０５０ 
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和室 ４００ ６００ 
実習室 ５００ ７５０ 
ホール １,６００ ２,４００ 

明治市民センター 第１談話室 ８００ １,２００ 
第２談話室 ７００ １,０５０ 
第３談話室 ４００ ６００ 
調理室 ５００ ７５０ 
和室 ７００ １,０５０ 
音楽室 ５００ ７５０ 
ホール ３,４００ ５,１００ 
文化室 ７００ １,０５０ 
工作室 ５００ ７５０ 
体育室 ５,５００ ８,２５０ 
子育て支援室（ミーティン
グ室 

５００ ７５０ 

御所見市民センター 第１談話室 ７００ １,０５０ 
第２談話室 ７００ １,０５０ 
第３談話室 ４００ ６００ 
調理室 ５００ ７５０ 
和室 ４００ ６００ 
音楽室 ５００ ７５０ 
ホール ３,４００ ５,１００ 
体育室 ３,４００ ５,１００ 
子ども室（ミーティング室） ５００ ７５０ 

遠藤市民センター 第１談話室 ７００ １,０５０ 
第２談話室 ４００ ６００ 
第３談話室 ４００ ６００ 
調理室 ５００ ７５０ 
和室 ４００ ６００ 
音楽室 ５００ ７５０ 
ホール １,５００ ２,２５０ 
青少年ホール ３,４００ ５,１００ 
保育室（ミーティング室） ５００ ７５０ 

長後市民センター 第１談話室 ７００ １,０５０ 
第２談話室 ７００ １,０５０ 
第３談話室 ２００ ３００ 
第４談話室 ４００ ６００ 
和室 ７００ １,０５０ 
文化室 ７００ １,０５０ 
ホール １,６００ ２,４００ 
実習室 ５００ ７５０ 
体育室兼ホール ３,４００ ５,１００ 
工作室 ５００ ７５０ 
保育室（ミーティング室） ５００ ７５０ 

辻堂市民センター 第１談話室 ４００ ６００ 
第２談話室 ７００ １,０５０ 
保育室（ミーティング室） ５００ ７５０ 
和室 ４００ ６００ 
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調理室 ５００ ７５０ 
アトリエ ７００ １,０５０ 
ホール ３,４００ ５,１００ 
音楽室 ５００ ７５０ 
体育室 ５,５００ ８,２５０ 

善行市民センター 第１談話室 ４００ ６００ 
第２談話室 ７００ １,０５０ 
第３談話室 ８００ １,２００ 
和室 ４００ ６００ 
保育室（ミーティング室） ５００ ７５０ 
調理室 ５００ ７５０ 
音楽室 ５００ ７５０ 
多目的ホール ３,４００ ５,１００ 
体育室 ５,５００ ８,２５０ 

湘南大庭市民センター 第１談話室 ８００ １,２００ 
第２談話室 ７００ １,０５０ 
第３談話室 ４００ ６００ 
第４談話室 ２００ ３００ 
和室（まつ） ４００ ６００ 
和室（ふじ） ４００ ６００ 
文化室 ５００ ７５０ 
実習室 ７００ １,０５０ 
体育室兼ホール ３,４００ ５,１００ 
小ホール １,６００ ２,４００ 
子ども室（ミーティング室） ５００ ７５０ 

湘南台市民センター 第１談話室 ８００ １,２００ 
第２談話室 ４００ ６００ 
第３談話室 ４００ ６００ 
第４談話室 ４００ ６００ 
調理室 ５００ ７５０ 
和室（まつ） ２００ ３００ 
和室（ふじ） ２００ ３００ 
文化室 ５００ ７５０ 
ホール １,６００ ２,４００ 
体育室Ａ面 ３,４００ ５,１００ 
体育室Ｂ面 ３,４００ ５,１００ 
子ども室（ミーティング室） ５００ ７５０ 

鵠沼市民センター 
 

第１談話室 ４００ ６００ 
第２談話室 ４００ ６００ 
第３談話室 ８００ １,２００ 
第４談話室 ４００ ６００ 
文化活動室 ７００ １,０５０ 
学習室１ ５００ ７５０ 
学習室２ ７００ １,０５０ 
和室１ ７００ １,０５０ 
和室２ ４００ ６００ 
創作実習室 ７００ １,０５０ 
ホール ３,４００ ５,１００ 
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藤沢市民センター ３０１会議室 ４００ ６００ 
３０２会議室 ４００ ６００ 
３０３会議室 ４００ ６００ 
３０４会議室 ８００ １,２００ 
３０５会議室 ４００ ６００ 
３０６会議室 ４００ ６００ 
３０７会議室 ４００ ６００ 
３０８会議室 ７００ １,０５０ 
５０１会議室 ４００ ６００ 
多目的室１ ７００ １,０５０ 
多目的室２ ５００ ７５０ 
多目的室３ ５００ ７５０ 
調理室 ７００ １,０５０ 
和室 ４００ ６００ 
保育室 ５００ ７５０ 
多目的交流ホール（体育室） ３,４００ ５,１００ 

村岡市民センター 第１談話室 ４００ ６００ 
第２談話室 ４００ ６００ 
多目的室 ７００ １,０５０ 
第１和室 ７００ １,０５０ 
第２和室 ４００ ６００ 
子ども室（ミーティング室） ５００ ７５０ 
調理室 ５００ ７５０ 
実習室 ５００ ７５０ 
学習室 ５００ ７５０ 
文化室 ７００ １,０５０ 
ホール ３,４００ ５,１００ 

片瀬しおさいセンター 音楽室 ５００ ７５０ 
和室 ４００ ６００ 
工芸室 ５００ ７５０ 
トレーニング室 １,５００ ２,２５０ 
体育室 ３,４００ ５,１００ 

済美館 学習室Ａ ５００ ７５０ 
学習室Ｂ ７００ １,０５０ 
和室Ａ ４００ ６００ 
和室Ｂ ８００ １,２００ 
武道場 １,６００ ２,４００ 

備考 
１ この表において「時間区分Ａ」とは、午前９時から午前１１時まで、午前１１
時から午後１時まで、午後１時から午後３時まで、午後３時から午後５時まで又
は午後５時から午後７時までの１の時間区分をいう。 

２ この表において「時間区分Ｂ」とは、午後７時から午後１０時までをいう。 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の藤沢市市民センター条例第５条から第７条まで及び別

表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日
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前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の藤沢市市民センター条例第４条から第７条までに規定

する市民センターの施設の使用に係る使用の許可、使用料の納付その他の運営に

関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、市民センターと公民館を一体化し、施設利用の範囲を

拡充する等のため、所要の改正をする必要による。 


